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このほど文部科学省は令和７年度（2025 年度）の「大学入学共通テスト実施大綱の予告」「大学入学者選抜

実施要項の見直しに係る予告」を公表した。この２つは大学入試の方針（方向性）を示すものである。 

大学入学共通テスト（以下、共通テスト）では新教科「情報」が出題されるほか、各大学が実施する入試も

見直しの検討に入る。また、共通テスト導入時に一旦「延期」の扱いとなっていた民間の英語資格・検定試験

の利用、記述式問題の導入は正式に断念することが発表された。詳細は以下の通りである。 

 

■共通テストでの民間英語資格・検定試験の利用、記述式問題の導入は正式に断念  

高等学校では来春入学生から教育課程が改訂される。2025 年度入試は新課程で学んだ高校生が初めて受験

する入試である。「共通テスト実施大綱」は入試実施年度の約１年半前、「大学入学者選抜実施要項」は約半年

前に公表されるが、課程改訂により出題教科等が変更されるため、大学・高等学校等の準備期間を考慮し、現

時点での「予告」が公表された。 

今回、あわせて 2017 年・2018 年公表の「共通テストの実施方針」の廃止が明らかになった。実施方針には

数学・国語での記述式問題の出題、民間の英語資格・検定試験を活用する「大学入試英語成績提供システム」

についてなどが記載されており、実施方針の廃止によりこれらの導入が正式に断念された形だ。 

今春スタートした共通テストは、総合的な英語力や思考力・判断力・表現力等を評価するため、当初、民間

の英語資格・検定試験の利用や、数学・国語での記述式問題の導入をめざしていた。ところが実施まで１年余

りとなった 2019 年秋にいずれも導入を見送った。経済的・地域的な格差による公平性や採点の精度への懸念

などが理由とされ、「大学入試における新たな英語試験については、新学習指導要領が適用される（2025 年度）

入試から導入する」として、記述式問題の出題のあり方などとともに「大学入試のあり方に関する検討会議（以

下、あり方検討会議）」が議論を進めてきた。今年７月、あり方検討会議は約１年半にわたる議論を終え、提

言をとりまとめていた。提言では総合的な英語力の育成・評価や、思考力・判断力・表現力等を評価するため

の記述式問題の出題は、いずれも大学入学者選抜で必要としながらも、共通テストでの実現は困難としていた。 

 

■共通テストは「情報」を新設、出題科目を 30→21 科目に再編  

共通テストでは教科「情報」が新設される。新学習指導要領の必履修科目である「情報Ⅰ」が出題範囲とな

る。また、共通テストの出題教科・科目数は６教科 30 科目から７教科 21 科目に再編される。地理歴史・公民

では、現行の 10 科目から６科目に再編されるほか、数学②は「数学Ⅱ・数学Ｂ・数学Ｃ」の１科目のみとな

り、現行の「数学Ⅱ」「簿記会計」「情報関係基礎」は出題されない。理科の基礎を付した４科目は「出題範囲」

とされ、まとめて１科目の扱いとなった。なお、現時点では各科目の試験時間、配点等は未公表である。 

今回の予告では、これが「予定」を周知するもので、今後の試験実施状況等に応じて変更し得るものである

ことも明記されている。今年５月に発足した大学入学者選抜協議会が今後協議を進めていくが、その行方次第

では変更もあり得ることに含みを持たせた形だ。 

 

■大学入学者選抜実施要項の見直し案－英語資格・検定試験、記述式は個別入試で、調査書は簡素化の方向 

大学入学者選抜実施要項は、各大学が実施する入試のルールブックにあたる。今回出された予告は、「あり

方検討会議」の提言のほか、「大学入学者選抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議（以下、多

面的評価協力者会議）」が今年３月にとりまとめた審議のまとめの内容を踏まえた見直し案である。 

２０２５年度入試情報 

新課程入試（2025 年度入試）の方針（予告）公表 
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冒頭の基本方針には、大学入学者選抜に求められる原則として以下の３つが示された。 

受験機会・選抜方法の公平性・公正性では、「障害の有無」「居住地域」が例示に追加された。③は大学入試

を高大接続の「教育」の一部として位置付けており、高等学校教育を阻害しないよう配慮するよう求めている。 

 

これまで一般選抜とそれ以外という分類をしてきた入試方法を、一般選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜の

３つに再整理する。これにともない一般選抜の定義が加わった。 

 

入学者の多様性を確保する観点から、入学定員の一部について多様な入学者の選抜を工夫することが望まし

いとし、これまでの専門学科・総合学科出身者や帰国生徒への配慮に加え、以下に該当する者にも配慮するよ

う示された。 

 

共通テストで断念した民間の英語資格・検定試験、記述式問題については、各大学が実施する個別学力検査

での導入が促されている。 

なお、専門学科・総合学科出身者の学習歴や活動歴等を適切に評価・判定する観点から、外国語以外の資格・

検定試験等の結果の活用も明記された。 

 

調査書については、多面的評価の観点から今春実施の 2021 年度入試より記載内容の詳細化が行われていた。

しかし、指導要録に基づき作成する原則や、高等学校教員の負担軽減などを理由に、簡素化する方向に変わる。

具体的には「指導上参考となる諸事項」欄を簡素化するなど様式の見直しを行うとともに、調査書の枚数も任

意から両面１枚に戻る。 

 

文部科学省は各大学に対し、これらの予告をもとに２年程度前を待たず、可能な限り早期に検討、予告・公

表するよう要請している。あわせて、共通テストの試験時間と現行教育課程を履修した受験生への経過措置は、

決定次第速やかに公表する予定とした。 

大学入学者選抜に求められる原則 

 ① 当該大学での学修・卒業に必要な能力・適性等の判定 

 ② 受験機会・選抜方法における公平性・公正性の確保 

 ③ 高等学校教育と大学教育を接続する教育の一環としての実施 

一般選抜 

学力検査、小論文等を主な資料とし、また、大学・学部等の目的、特色、専門分野等の特性によっては実技検査等を主な

資料に加えつつ、調査書、入学志願者本人の記載する資料等を組み合わせて、入学志願者の能力・意欲・適性等を評価・

判定する入試方法。 

 家庭環境、居住地域、国籍、性別等の要因により進学機会の確保に困難があると認められる者、各大学の入学者の多様

性を確保する観点から対象になると考える者（例えば、理工系分野における女子等）について、入学志願者の努力のプ

ロセス・意欲・目的意識等を重視した評価・判定を行うことが望ましい。 

英語資格・検定試験等の成績の活用 

 入学志願者の外国語におけるコミュニケーション能力を適切に評価・判定する観点から４技能を測ることのできる資

格・検定試験等の結果を活用する。その際、学部等同一の募集単位において資格・検定試験等の結果を利用しない募集

区分の設定、個別学力検査の成績とのいずれか有利となる方を選択的に利用するなどの措置を講じることが望ましい。 

記述式問題 

 入学志願者の「自らの考えを論理的・創造的に形成する思考・判断の能力」や「思考・判断した過程や結果を的確に、

更には効果的に表現する能力」の評価を充実させるため、各大学のアドミッション・ポリシーに基づき、可能な範囲で

記述式の検査方法を取り入れることが望ましい。 


